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ワンポイント

6 2023（令和5年）

スタートアップ創出促進保証制度
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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE
21日・春分の日

国　税／5月分源泉所得税の納付�
� 6月12日
国　税／所得税の予定納税額の通知�
� 6月15日
国　税／�4月決算法人の確定申告（法

人税・消費税等）� 6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告�
� 6月30日
国　税／�7月、10月、1月決算法人

の消費税等の中間申告（年
3回の場合）� 6月30日

地方税／�個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分）� �
� 市町村の条例で定める日

労　務／�健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届� �
� 支払後5日以内

労　務／�児童手当現況届（市町村役
場に提出）� 6月30日

　経営者保証を不要とする信用保証制度。創業予定者や分社化予
定者、創業後5年未満の法人などを対象に、保証限度額3,500万円、
保証期間10年以内、据置期間1年（一定要件満たすと3年）以内、
信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2％上乗せした保
証料率で、審査の上、融資が受けられます。



6 月号─2

　

女
性
の
就
業
が
進
む
な
ど
社
会
の

実
情
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
で
、

配
偶
者
の
収
入
要
件
が
あ
る
「
配
偶

者
手
当
」
に
つ
い
て
は
、
税
制
・
社

会
保
障
制
度
と
と
も
に
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
の
就
業
調
整
の
要
因
と

な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

厚
生
労
働
省
が
設
置
し
た
「
女
性

の
活
躍
促
進
に
向
け
た
配
偶
者
手
当

の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お

い
て
は
、
平
成
27
年
12
月
か
ら
平
成

28
年
３
月
に
か
け
て
議
論
が
行
わ

れ
、
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
や
、
見

直
し
を
行
う
場
合
の
留
意
点
等
が
公

開
さ
れ
ま
し
た
（
令
和
５
年
１
月
に

改
訂
版
公
開
）。

　

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局

が
公
開
し
た
周
知
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
に
お
い
て
は
「
各
企
業
に
お
か
れ

ま
し
て
は
、
労
使
に
お
い
て
「
配
偶

者
手
当
」
の
在
り
方
の
検
討
を
行
っ

て
い
た
だ
く
た
め
、
厚
生
労
働
省
に

お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
配
偶
者
手

当
の
在
り
方
の
検
討
に
関
し
考
慮
す

べ
き
事
項
」の
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、

企
業
の
実
情
も
踏
ま
え
て
労
使
で
真

摯
な
話
合
い
を
進
め
て
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。」
と
の

記
載
が
付
し
て
あ
り
ま
す
。

一
　
配
偶
者
手
当
等
の
動
向

１　

配
偶
者
手
当
の
支
給
状
況

　

民
間
企
業
に
お
い
て
、
配
偶
者
が

い
る
従
業
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る

手
当
の
こ
と
を
「
配
偶
者
手
当
」
と

い
い
ま
す
が
、
実
際
の
手
当
の
名
称

は
、
企
業
に
よ
っ
て
「
家
族
手
当
」、

「
扶
養
手
当
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　

民
間
企
業
に
お
け
る「
家
族
手
当
」

の
支
給
状
況
を
調
査
し
た
「
令
和
４

年
職
種
別
民
間
給
与
実
態
調
査
」
に

よ
る
と
、
家
族
手
当
を
支
給
す
る
事

業
場
は
55
・
１
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２　

就
業
調
整
の
実
態

　

有
配
偶
女
性
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
21
・
８
％
は
、
税
制
、
社
会
保

障
制
度
、
配
偶
者
の
勤
務
先
で
支
給

さ
れ
る
「
配
偶
者
手
当
」
な
ど
を
意

識
し
、
そ
の
年
収
を
一
定
額
以
下
に

抑
え
る
た
め
に
就
労
時
間
を
調
整
す

る「
就
業
調
整
」を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
整
を
す
る
理
由
に
は
、
以
下
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
複
数
回

答
）。

・　

一
定
額
（
１
３
０
万
円
）
を
超

え
る
と
配
偶
者
の
健
康
保
険
、
厚

生
年
金
保
険
の
被
扶
養
者
か
ら
外

れ
、
自
分
で
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
…
約
６
割

・　

自
分
の
所
得
税
の
非
課
税
限
度

額
（
１
０
３
万
円
）
を
超
え
る
と

税
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
…
約
５
割

・　

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の

税
制
上
の
配
偶
者
控
除
が
無
く
な

り
、
配
偶
者
特
別
控
除
が
少
な
く

な
る
…
約
４
割

・　

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の

会
社
の
配
偶
者
手
当
が
も
ら
え
な

く
な
る
…
約
２
割

３　

就
業
調
整
の
影
響

　

報
告
書
に
お
い
て
は
、
就
業
調
整

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
影
響
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。

・　

パ
ー
ト
労
働
者
を
多
く
雇
用
す

る
企
業
で
は
、
繁
忙
期
で
あ
る
年

末
の
人
材
確
保
に
苦
慮
し
て
い

る
。

・　

正
社
員
な
ど
、
同
じ
職
場
の
労

働
者
の
負
担
が
増
え
て
い
る
。

・　

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
全
体
の

賃
金
相
場
の
上
昇
に
、
抑
制
的
に

機
能
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

・　

女
性
が
そ
の
持
て
る
能
力
を
十

分
に
発
揮
で
き
な
い
要
因
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。

・　

日
本
経
済
全
体
に
と
っ
て
も
、

人
的
資
源
を
十
分
に
活
用
で
き
て

い
な
い
状
況
を
も
た
ら
す
。

二
　
配
偶
者
手
当
見
直
し
の
留
意
点

　

法
令
や
通
達
に
基
づ
く
見
直
し
の

留
意
点
を
掲
げ
ま
す
。

１　

労
働
契
約
法

　
「
配
偶
者
手
当
」
を
含
め
た
賃
金

制
度
の
円
滑
な
見
直
し
を
す
る
に
当

た
り
、
関
連
法
令
と
し
て
労
働
契
約

法
の
一
部
を
抜
粋
し
ま
す
。
な
お
、

変
更
の
際
は
、
手
順
や
合
理
性
な
ど

に
気
を
つ
け
な
が
ら
実
施
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

・　

使
用
者
は
、
労
働
者
と
合
意
す

る
こ
と
な
く
、
就
業
規
則
を
変
更

す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
不

利
益
に
労
働
契
約
の
内
容
で
あ
る

配
偶
者
手
当
の
在
り
方

　
〜
女
性
の
活
躍
促
進
に
向
け
た

　
　
　
配
偶
者
手
当
の
在
り
方
検
討
会
よ
り
〜



3─6月号

労
働
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
（
次
に
掲
げ
る
労
働
契
約

法
第
10
条
に
該
当
す
る
場
合
は
こ

の
限
り
で
は
な
い
）。（
労
働
契
約

法
第
９
条
）

・　

使
用
者
が
就
業
規
則
の
変
更
に

よ
り
労
働
条
件
を
変
更
す
る
場
合

に
は
、
変
更
後
の
就
業
規
則
を
労

働
者
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
就
業

規
則
の
変
更
が
、
労
働
者
の
受
け

る
不
利
益
の
程
度
、
労
働
条
件
の

変
更
の
必
要
性
、
変
更
後
の
就
業

規
則
の
内
容
の
相
当
性
、
労
働
組

合
等
と
の
交
渉
の
状
況
そ
の
他
の

就
業
規
則
の
変
更
に
係
る
事
情
に

照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
労
働
契
約
の
内
容
で
あ

る
労
働
条
件
は
、
原
則
と
し
て
、

当
該
変
更
後
の
就
業
規
則
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る（
労

働
契
約
法
第
10
条
）。

２　

そ
の
他
の
留
意
事
項

　

そ
の
他
の
留
意
事
項
と
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
（
基

発
０
５
０
９
第
１
号　

平
成
28
年
５

月
９
日
付
「
配
偶
者
手
当
の
在
り
方

の
検
討
に
関
し
考
慮
す
べ
き
事
項
」

よ
り
）。

・　

ニ
ー
ズ
の
把
握
な
ど
従
業
員
の

納
得
性
を
高
め
る
取
組

・　

労
使
の
丁
寧
な
話
合
い
・
合
意

・　

賃
金
原
資
総
額
の
維
持

・　

必
要
な
経
過
措
置

・　

決
定
後
の
新
制
度
に
つ
い
て
の

丁
寧
な
説
明

三
　
見
直
し
の
実
施
・
検
討
事
例

　

配
偶
者
を
対
象
と
し
た
手
当
に
関

す
る
見
直
し
が
実
施
・
検
討
さ
れ
た

事
例
等
を
紹
介
し
ま
す
。

１　

見
直
し
の
背
景

・　

経
営
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や
外
部

環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
能

力
・
成
果
を
反
映
・
重
視
し
た
処

遇
制
度
、
役
割
給
制
度
へ
の
見
直

し
・　

女
性
の
社
会
進
出
、
従
業
員
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化
等
を

踏
ま
え
た
処
遇
の
公
平
性
・
納
得

性
の
あ
る
制
度
へ
の
見
直
し

・　

若
手
か
ら
65
歳
ま
で
成
長
・
活

躍
し
続
け
ら
れ
る
制
度
へ
の
見
直

し
・　

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
や
次

世
代
育
成
支
援
の
観
点
か
ら
の
見

直
し

２　

労
使
交
渉
等

・　

多
く
の
場
合
、
１
〜
２
年
程
度

の
期
間
を
か
け
て
丁
寧
に
労
使
で

話
合
い
、
交
渉
が
行
わ
れ
労
使
合

意
の
上
で
決
定
。

・　

労
使
の
話
合
い
の
結
果
、
制
度

見
直
し
前
に
手
当
が
支
給
さ
れ
て

い
た
者
を
対
象
と
し
て
経
過
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
ケ
ー
ス
も

多
い
。

・　

見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
労
使

協
議
の
段
階
か
ら
従
業
員
に
対
し

て
説
明
会
を
行
う
な
ど
、
従
業
員

の
納
得
性
を
高
め
る
取
り
組
み
も

行
わ
れ
て
い
る
。

３　

見
直
し
の
内
容

・　

見
直
し
の
具
体
的
な
内
容
は
、

各
企
業
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
、

方
針
、
労
使
の
話
合
い
の
結
果
等

に
よ
り
多
様
で
あ
る
。

・　

賃
金
原
資
の
総
額
が
維
持
さ
れ

る
よ
う
賃
金
制
度
の
見
直
し
が
行

わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　

例�　

基
本
給
や
能
力
給
に
組
み
入

れ
る
ケ
ー
ス
／
他
の
扶
養
者
に

対
す
る
手
当
に
組
み
入
れ
る

ケ
ー
ス

・　

制
度
見
直
し
前
に
手
当
が
支
給

さ
れ
て
い
た
者
を
対
象
と
し
て
、

経
過
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た

ケ
ー
ス
も
多
い
。

例　

数
年
か
け
て
段
階
的
に
減

額
・
廃
止
す
る
ケ
ー
ス

４　

見
直
し
内
容
の
具
体
例

⑴
　
配
偶
者
を
対
象
と
す
る
手
当
を

廃
止

・　

家
族
手
当
を
廃
止
し
、
ま
た
は

配
偶
者
を
対
象
か
ら
除
外
し
相
当

部
分
を
基
本
給
等
に
組
入
れ

・　

配
偶
者
に
対
す
る
手
当
を
廃
止

し
、
子
ど
も
や
障
害
を
持
つ
家
族

等
に
対
す
る
手
当
を
増
額

・　

家
族
手
当
や
住
宅
手
当
を
廃
止

し
、
基
礎
能
力
に
応
じ
て
支
給
す

る
手
当
を
創
設

⑵
　
配
偶
者
を
対
象
と
す
る
手
当
を

縮
小

・　

配
偶
者
に
手
厚
い
支
給
内
容

を
、
扶
養
家
族
１
人
あ
た
り
同
額

を
支
給
（
配
偶
者
に
対
す
る
手
当

を
減
額
し
、
子
ど
も
や
障
害
を
持

つ
家
族
等
に
対
す
る
手
当
を
増

額
）

・　

配
偶
者
に
対
す
る
手
当
は
、
一

定
の
年
齢
ま
で
の
子
ど
も
が
い
る

場
合
の
み
支
給

・　

管
理
職
及
び
総
合
職
に
対
す
る

扶
養
手
当
を
廃
止
し
、
実
力
、
成

果
、
貢
献
に
応
じ
て
配
分

⑶
　
配
偶
者
を
対
象
と
す
る
手
当
を

存
続

・　

他
の
手
当
は
改
廃
し
た
も
の
の
、

生
活
保
障
の
観
点
か
ら
家
族
手
当

は
存
続



6 月号─4

　一年単位の変形労働時間制に関する協定
届は、事業場単位でそれぞれの所在地を管
轄する労働基準監督署に届け出る必要があ
ります。
　これについて、令和5年2月27日から
一定要件を満たす場合には、36協定届や
就業規則届と同様に、本社において各事業
場の協定届を一括して本社を管轄する労働
基準監督署に届け出ることが可能となりま
した。
〈要件１〉
　電子申請による届出であること
〈要件２〉
　「対象期間」、「各日・各週の労働時間、
所定休日」（※）などの所定項目の記載内容
が、各事業場とも同一であること。
※　本社の勤務カレンダーが複数種類ある
場合、支社においても同一のカレンダー

（複数種類のうち一部でもよい）を利用
している必要があります。また、支社の
カレンダーが、本社のカレンダーのいず
れの種類に対応しているかが分かるよう
一覧表の添付も求められています。
　一方、同一でなくてもよい項目として、「事
業の名称」、「事業の所在地（電話番号）」、「労
働者数」、「協定成立年月日」、「（労働者側）
協定当事者」などがあります。
〈要件３〉
　事業場ごとに記載内容が異なる一定項目
については、厚生労働省ホームページまた
はe-Gov（イーガブ）の申請ページから
Excelファイル「一括届出事業場一覧作成
ツール」をダウンロードし、内容を記入し
て添付すること。
　労働基準法関係の電子申請は、令和3年
4月から電子署名・電子証明書が不要とさ
れ、令和5年2月からは、受付印が付いた
控えをダウンロードできる手続が27の届出・
申請等に拡充されるなど、利用しやすくす
る変更が行われています。

一年単位の変形労働時間制
協定届の見直し

　老齢厚生年金を受給している方が、厚生
年金保険の被保険者（※）であるときは、
老齢厚生年金の全部または一部が支給停止
されることがあります。これを在職老齢年
金といい、報酬（賞与を含んだ1か月あた
りの報酬相当額。厚生年金保険の標準報酬
月額と直近1年間の標準賞与額の12分の
1の額を用いて算出）と老齢厚生年金1か
月分相当額の合計額に応じて年金額を支給
停止する仕組みです。
　令和5年度は、支給停止調整額が変更さ
れ、48万円となりました（従来47万円）。
　報酬と年金の合計額が48万円以下の場
合は年金が全額支給され、48万円を超え
る場合は、超過する金額の2分の1に相当
する年金額が支給停止されます。
※　70歳以上の方は、被保険者資格を喪
失しますが、厚生年金適用事業所に勤務
されている間、支給停止となります（平
成19年４月以降に70歳に到達した方）。

在職老齢年金の支給停止調整
額変更
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